
田原市情報共有電子納品運用ガイドライン 抜粋 

〇情報共有システムの対象 

 ・田原市が発注し、契約図書等により指定したもの 

〇電子納品の対象 

１．田原市が発注する工事 

２．対象外とするもの 

 ①少額随意契約で契約するもの 

 ②仕様書等で電子納品を対象外と指定するもの 

        特記仕様書（例） 

〇情報共有システムの選定 

 受注者が国土交通省「工事施工中における受発注間の情報共有システム機能要件」を満たすシステムから選ん

で決める。愛知県都市整備協会のシステム（愛知県発注工事等での指定システム）もこの要件を満たしているの

で選択できる。また、田原市では web 会議、遠隔臨場が出来るシステムを選定することとしている。（web 会議、

遠隔臨場を使用するかは担当及び受注者が協議して決定する。）愛知県都市整備協会のシステムは備えている。 

（１）あいち建設情報共有システム 

  愛知県及び田原市以外の県内市町村で発注する工事ではこのシステムを使用することを指定している。利用

申込は発注者側で申し込み、システム利用料は受注者が支払う。 

（２）その他の情報共有システム 

  国土交通省の定める要件を満たしたシステム。システム要件を満たしたシステムを国土交通省のＨＰから確

認できる。利用申込は受注者側で申し込み、システム利用料は受注者が支払う。 



〇情報共有システムの次の機能は、受発注者の事前協議に基づき利用することができる。 

・web 会議機能 

工事の関係者間で課題となったテーマを登録し、各自が発言を登録することにより、議論することができ

る。 

・遠隔臨場 

Web 会議機能等を利用して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を遠隔臨場として行うことができる。遠

隔臨場は国土交通省「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領（案）」を準用する。 

〇電子媒体は、A4 サイズのＣＤポケット付ケース等に入れて

納品を基本とするがプラスチックケース（省スペース化）で

も可とする。A4 サイズのケース及びプラスチックケースは、

A4 判ファイルに綴じ込み納品することとし、A4 判のファイ

ルに綴じられるものとする。（プラスチックケースを封筒に入

れて A4 判に綴込みも可） 

〇電子媒体を入れるプラスチックケースは、記入例（ガイドラインＰ３４下部）のとおり、ケースの背表紙に

｢業務･工事名称」、「作成年月」、｢契約番号｣を横書きで明記する。プラスチックケースは透明なものとし、ラベ

ル記載事項が見えるものとする。 

〇情報共有システムを利用しない場合の書類の取扱い 

 １．施工中書類は全て紙で提出。完了書類は電子成果品を電子媒体で２部提出する。 

 ２．仕様書で紙媒体による完了書類の提出を指定してある場合は、全て紙で１部提出する。 

 ３．仕様書で紙媒体による完了書類の提出を指定していない場合は、施工中書類は紙で、完了書類の内、写真

以外の書類は紙媒体を基本とするが電子成果品を提出することも可とする。写真は電子成果品（紙媒体の写

真帳を１部、電子成果品を１部でも可）として電子媒体で２部提出する。 

表３ 電子納品の対象範囲（情報共有システムを利用しない工事）

納品対象物 ファイル形式等 対象範囲 

施工段階

作成書類

工事打合簿 オリジナル × 

施工計画書 オリジナル × 

工事履行報告書 オリジナル又はPDF △ 

段階確認書 オリジナル又はPDF △ 

品質・出来形管理資料（出来形図は除く） 紙又はPDF △ 

写真帳 PDF及び紙又はJPEG ○ 

出来形図及び完成図 SXF(sfc)又はJww ○ 

地質データ 要領のとおり △ 

台帳データ 特記仕様書等のとおり △ 

i－Construction成果、情報化施工成果 要領等のとおり △ 

凡例○：電子納品対象、△：電子納品対象外（契約図書に指定のある場合又は協議により電子納品対象とすること

ができる）、×：電子納品対象外（紙による納品） 



〇情報共有システムを利用する場合の書類の取扱い 

表４ 電子納品の対象範囲（情報共有システムを利用する工事）

納品対象物 ファイル形式等 対象範囲 

施工段階

作成書類

工事打合簿 PDF 及びオリジナルファイル ○ 

施工計画書 PDF及び紙 ○ 

工事履行報告書 PDF ○ 

段階確認書 PDF ○ 

品質・出来形管理資料（出来形図は除く） 紙又はPDF △ 

写真帳 PDF及び紙又はJPEG ○ 

出来形図及び完成図 SXF(sfc)又はJww ○ 

地質データ 要領のとおり △ 

台帳データ 特記仕様書等のとおり △ 

i－Construction成果、情報化施工成果 要領等のとおり △ 

凡例 ○：電子納品対象、△：電子納品対象外（契約図書に指定のある場合又は協議により電子納品対象とすること

ができる） 

〇情報共有及び電子納品の取扱い協議 

 発注時の仕様書等で情報共有システムの利用

及び電子納品の除外が記載されてない場合、又は

仕様書などに記載されているが特別な理由によ

り契約後に変更する場合は、「田原市 電子納品

及び情報共有 協議チェックシート」で協議して

情報共有システム及び電子納品内容をて決定す

る。 

〇電子メールを利用した情報交換及び共有 

 ・電子メールで書類を送受信する場合は、電子メールの原本又はＰＤＦファイルに変換したものを保管する。 

 ・電子メールの受信者は、送信者（発議者）に対して必ず受信した旨をメールにて回答すること（受信確認通

知でも可）。 



５－１ フォルダ構成 

           （工事監理ファイル） 

               INDEX_C.XML   （建設・建築・農林（土木）） 

                           INDEX_EC.XML  （電気） 

                           INDEX_MC.XML  （機械） 

            （DTDファイル） 

              INDE_C06.DTD （建設）    IND_EC05.DTD （電気） 

              INDE_B04.DTD （建築）    IND_MC03.DTD （機械） 

              INDE_C05.DTD （農林（土木）） 

            （施工計画フォルダ） 

         施工計画 

                  PLAN 

            （打合簿フォルダ） 

         打合 

                  MEET 

            （その他フォルダ） 

         その他 

         OTHRS 

            （図面フォルダ）【建設】CAD製図基準、工事完成図書の電子納品等要領 

         図面          【建築】営繕工事電子納品要領 

         DRAWINGF       【農林】電子化図面データの作成要領（案）、工事完成図書の電子納品等要領（案） 

             （写真管理フォルダ）      愛知県デジタル写真管理情報基準（案） 

         写真      

PHOTO     ※営繕工事電子納品要領を適用する場合は除く。 

             （地質データフォルダ）    【建設・建築】地質・土質調査成果電子納品要領 

         地質                 【農林】地質・土質調査成果電子納品要領（案） 

                  BORING  ※検定証明書（PDFファイルはこのフォルダーに格納） 

             （台帳フォルダ）       【建設】工事完成図書の電子納品等要領 

         台帳   ※建築を除く         【農林】工事完成図書の電子納品等要領（案） 

         REGISTER 

             ※建築、電気及び機械のみ        

        【建築】                    

         保全   （保全に関する資料フォルダ）   【電気】 

                  MAINT                                          電気図面  （設備図書フォルダ） 

         工程表  （工程表フォルダ）           FACILITY 

                  SCHEDULE                                    【機械】 

         機械資料 （機材関係資料フォルダ）       機械図面  （完成図書フォルダ） 

                  MATERIAL                                       K_BOOK 

         施工資料 （施工関係資料フォルダ） 

                  PROCESS                               

         検査資料 （検査関係資料フォルダ）    

         INSPECT                              【建築】営繕工事電子納品等要領 

                  発生材資料（発生材関係資料フォルダ） 【建設（電気／機械）】工事完成図書の電子納品等の要領 

                  SALVAGE                              【農林（電気／機械）】工事完成図書の電子納品等の要領（案） 

             （i－Constructionデータフォルダ）（建設・建築） 

             （NNICTデータフォルダ）    （農林） 

         ICON （建設・建築）       【建設・建築】i－Construction関連要領等 

         NNIUCT (農林)           【農林】情報化施工技術の活用ガイドライン 

      ※フォルダー名に日本語表記及び英語表記があるフォルダーについては協議チェックシートを用い協議し決定する。 



〇Jw－CAD の Jww 形式ファイルでの留意点 

 Jw－CAD による作成図面の取扱い 

  １．発注者のデータが Jw－CAD の Jww 形式で受注者に提供された場合のレイヤーグループ等のデータ作成に

ついては次のとおりとする。 

  ①レイヤーグループは背景、発注者作図、受注者作図等に分ける。 

  ②レイヤーグループ名及びレイヤー名は日本語（常用漢字及びひらがな）でわかりやすくすること。 

〇写真の取扱い 

・紙提出の写真帳の取扱いの留意事項 

  写真を紙媒体の写真帳で提出する場合は、提出の写真帳をスキャナー等により写真帳と同等、黒板や撮影

風景の画質が劣化しないように読込解像度400dpi以上で読込み、それぞれの路線又は場所単位等を１ファイ

ルとする。読み込んだ写真帳はPDF形式で、紙媒体１部、電子媒体１部提出する。電子納品の格納フォルダは

「PHOTO(写真管理フォルダ)」とする。また、着手前、写真撮影位置図及び完了のＬ版サイズ相当３枚をＡ４

サイズの写真帳形式にしたもの（図－５）を紙に印刷し電子媒体に１部添えて提出する。 

・電子納品した写真 

電子媒体で納品する写真は、Ａ４用紙に着前、撮影位置及び完了を１部印刷し添付する。 

図－５着手前、写真撮影位置図及び完了写真例 

〇システムによるチェック 

受注者は、愛知県、国土交通省又は農林水産省が提供する電子納品チェックシステムを用いて、電子成果

品が各電子納品要領等に従って作成されていることを確認する。 

チェックによりエラーが検出された場合は、その解消を図ることを基本とするが、田原市における電子納

品の独自の運用によるエラーについては無視してもよい。 



参考 

田原市ホームページに田原市情報共有運用ガイドライン、電子納品協議チェックシートと電子媒体納品書を掲載

しています。 

〇田原市情報共有運用ガイドライン 

 ・田原市ＨＰトップページ > 市の政策 > 入札・契約情報 > 入札・契約に関するお知らせ > 田原市情報共有

運用ガイドライン 

 ＨＰアドレス https://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/nyusatsukeiyaku/1001549/1010104.html 

〇田原市電子納品協議チェックシート及び電子媒体納品書 

・田原市ＨＰトップページ > 市の政策 > 入札・契約情報 > 各種様式ダウンロードについて 

 ＨＰアドレス https://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/nyusatsukeiyaku/1001560.html 


